
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年度 

第１回美幌町総合計画審議会議案 

 

 

 

 

                    と  き  平成２６年１０月 １日(水) 

                              午後６時３０分～ 

                    ところ  しゃきっとプラザ会議室２ 

 

 

 

 

 

 

  ･･････次   第･･････ 

      １   開   会 

      ２   委嘱状交付 

   ３  町 長 挨 拶 

      ４  会長、副会長の互選 

   ５  第６期美幌町総合計画の策定について 

６  美幌町まちづくり白書について 

      ７   閉  会 

 

 



 

 

１ 開  会 

 

 

２ 委嘱状交付 

 

 

３ 町 長 挨 拶 

 

 

４ 会長互選 

  （会   長 ：               ） 

 

  （副 会 長 ：               ） 

 

５ 美幌町第６期総合計画の策定について（別紙資料） 

 

 

６ 美幌町まちづくり白書について（別紙資料） 

 

 

７ 閉  会 
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（１２名）

所 属 団 体 役 職 等 氏 名

美幌町農業協同組合 代表理事組合長 清野　政彦

美幌町森林組合 代表理事組合長 小寺　敏隆

美幌商工会議所 会頭 若林　輝彦

美幌観光物産協会 会長 三坂　重弘

美幌町社会福祉協議会 会長 森　暉夫

美幌医師会 会長 工藤　康生

美幌建設業協会 会長 宮田　博行

美幌町社会教育委員 委員長 早田　眞二

美幌町自治会連合会 会長 平田　美木男

美幌町自治推進委員会 副会長 稲垣　淳一

一般公募 西島　美智子

一般公募 大関　和子

第６期美幌町総合計画審議会委員名簿
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部 会 所 属 団 体 備 考

美幌町男女参画プラン推進協議会 志 布 純 子

美幌町行政改革推進委員会 加 藤 千 鶴 子

ＮＰＯ法人　元気プロジェクト 池 野 本 央

美幌町自治推進委員会 疋 田 憲 子

美幌町暴力追放推進協議会 粟 崎 邦 雄 部会長

一般公募 川 越 和 美

一般公募 佐 々 木 淳 年

一般公募 佐 久 間 大 樹 副部会長

美幌町児童民生委員協議会 浅 倉 順 三

美幌町身体障害者福祉協会 影 山 順 一

美幌町保健医療福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ推進委員会 菅 野 隆 秋 会長
社会福祉法人恵和福祉会　特別養護老人ホーム緑の
苑

大 槻 薫 副部会長

美幌町社会福祉協議会 小 國 柑 奈

社会福祉法人北海道療育園　美幌療育病院 宮 上 憲 之 部会長

美幌町ボランティア連絡協議会 杢 師 美 和 子

一般公募 大 屋 充

一般公募 砂 原 泉

美幌消費者協会 白 石 さ よ 副会長

美幌観光物産協会 信 太 真 人 副部会長

美幌町農業協同組合 城 裕 幸

美幌地区農業士会美幌支部 佐 藤 正 明 部会長

美幌商工会議所青年部 中 川 英 保

美幌町森林組合 阿 閉 秀 行

美幌地区連合会 林 智 一

一般公募 太 田 薫

美幌商工会議所青年部 大 沼 泰

美幌建設業協会 中 川 寿 一 部会長

北海道建築士会美幌支部 山 岸 一 行 副部会長

美幌町連合商店会 久 山 武 徳

美幌町都市計画審議会 山 本 和 則

一般公募 高 田 浩 彰

一般公募 宮 田 英 和

美幌町ＰＴＡ連合会 牧 野 泰 乘

美幌町体育協会 伊 藤 善 啓

美幌町文化連盟 牛 島 義 蔵 部会長

美幌町青少年育成協議会 安 井 俊 司

美幌町社会教育活動奨励員 小 田 島 龍 児 副部会長

美幌町青年活動団体Ｂ－live 木 村 利 昭

一般公募 石 澤 晋

一般公募 沖 崎 寿 和

教育部会

『びほろ』みらいまちづくり会議委員名簿（部会別）

氏 名

総務部会

民生部会

経済部会

建設部会
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第６期美幌町総合計画本部会議名簿
区 分 ⽒ 名 役 職 備 考

1 本部⻑ 染 ⾕   良 副町⻑

2 副本部⻑ 平 野 浩 司 教育⻑

3 本部員 平 井 雄 ⼆ 総務部⻑

4 〃 藤 原 豪 ⼆ ⺠⽣部⻑

5 〃 広 島   学 経済部⻑

6 〃 ⽮ 萩   浩 建設⽔道部⻑

7 〃 植 ⽊ 恒 則 会計管理者

8 〃 ⾼ ⽊ 恵 ⼀ 教育部⻑

9 〃 ⾼ 崎 利 明 議会事務局⻑

10 〃 ⼤ 村 英 則 病院事務⻑

11 〃 中 村 敏 ⽂ 広域事務組合事務局⻑

12 〃 ⼩ ⻄   守 選挙管理委員会事務局⻑

13 〃 ⻄   俊 男 農業委員会事務局⻑

14 〃 ⽥ 村 圭 ⼀ 総務主幹

15 〃 ⼩ 室 保 男 財務主幹

16 事務局 那 須 清 ⼆ 総合計画主幹 【全体総括】

17 〃 露 ⼝ 哲 也 まちづくり主幹 建設部会

18 〃 ⽵ 下   護 総合計画担当主査 経済部会

19 〃 遠 藤   明 政策担当主査 ⺠⽣部会

20 〃 多 ⽥ 敏 明 住⺠活動担当主査 総務部会

21 〃 浅 野 謙 司 交通安全担当主査 教育部会

22 〃 ⼩ 澤 泰 希 政策担当

23 〃 ⼤ 江 ⼀ 晃 住⺠活動担当

-5-



○美幌町附属機関に関する条例

(平成 25 年 3 月 19 日美幌町条例第 6 号) 

(設置) 

第１条 法律又はこれに基づく政令に定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和２

２年法律第６７号)第１３８条の４第３項の規定に基づき、別表のとおり本町に執行

機関の附属機関(以下「附属機関」という。)を設置する。  

(所掌事項) 

第２条 附属機関は、執行機関の諮問等に応じて、それぞれ別表に掲げる所掌事項につ

いて審査、審議等を行うものとする。 

(組織及び構成) 

第３条 附属機関は、それぞれ別表に掲げる定数の委員をもって組織する。 

２ 委員は、別表の構成欄に掲げる者のうちから、それぞれ執行機関が委嘱する。  

 (臨時委員及び専門委員) 

第４条 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、附属機関に臨時委員若干

人を置くことができる。  

２ 専門の事項を調査させるため必要があるときは、附属機関に専門委員若干人を置く

ことができる。  

３ 臨時委員は、その特別の事項について学識経験又は密接な関係を有する者のうちか

ら、執行機関が委嘱する。  

４ 専門委員は、その専門の事項について学識経験を有する者のうちから、執行機関が

委嘱する。  

５ 臨時委員は、その特別の事項に関する調査審議が終了した時は、解嘱されるものと

する。 

６ 専門委員は、その専門の事項に関する調査が終了した時は、解嘱されるものとする。 

(美幌町総合計画審議会の参与) 

第５条 美幌町総合計画審議会に、必要に応じて参与若干人を置くことができる。  

２ 参与は、町長が委嘱する。  

３ 参与は、会議に出席し、意見を述べることができる。  

(任期) 

第６条 委員の任期は、それぞれ別表に掲げる期間とする。ただし、委員に欠員が生じ

た場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

２ 執行機関は、特別の理由があるときは、任期中であっても委員を解嘱することがで

きる。 

(会長等) 

第 7 条 附属機関に会長又は委員長(以下「会長等」という。)を置き、副会長又は副委

員長(以下「副会長等」という。)を置くことができる。  

２ 会長等及び副会長等の選任については、それぞれ別表に掲げる方法により選任する

ものとする。  

３ 会長等は、当該附属機関の会務を総理する。  
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４ 副会長等は、会長等を補佐し、会長等に事故あるとき又は会長等が欠けたときは、

その職務を代理する。ただし、副会長等を置かない場合において、会長等に事故ある

ときは、あらかじめ会長等が指名する委員がその職務を代理するものとする。  

(会議) 

第８条 会議は、会長等が招集する。ただし、委員の任期満了後新たに委員が委嘱され

た場合又は新たに附属機関が設置された場合において最初に会議を開くときは、執行

機関が招集する。  

２ 会長等は、会議の議長となる。  

３ 附属機関は、委員(議事に関係のある臨時委員を含む。)の過半数が出席しなければ

会議を開くことができない。  

４ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

５ 会議には、関係職員が出席し、説明を行い、及び意見を述べることができる。  

(部会) 

第９条 附属機関は、必要があるときは、部会を置くことができる。  

２ 部会は、会長等が指名する委員、臨時委員及び専門委員(以下この条において「委

員等」という。)をもって組織する。  

３ 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員等の互選によってこれを定める。  

４ 部会長に事故あるときは、部会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

  

５ 前条の規定は、部会の会議について準用する。  

(秘密の保持) 

第１０条 委員、臨時委員及び専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

その職を退いた後も、また同様とする。  

(庶務) 

第１１条 附属機関の庶務は、それぞれ別表に掲げる主管部局において処理する。 

(報酬及び費用弁償) 

第１２条 附属機関の委員の報酬及び費用弁償は、条例で別に定める。  

(美幌町情報公開・個人情報保護審査会の調査権限等) 

第１３条 美幌町情報公開・個人情報保護審査会(以下この条において「審査会」とい

う。)は、美幌町情報公開条例(平成１２年美幌町条例第４号。以下この条及び附則第

１１項において「情報公開条例」という。)第１８条又は美幌町個人情報保護条例(平

成１７年美幌町条例第２９号。以下この条及び附則第１１項において「個人情報保護

条例」という。)第３４条の規定により諮問された不服申立事案を審査するため必要

があると認めるときは、情報公開条例第２条第１号又は個人情報保護条例第２条第４

号に規定する実施機関(以下この条において「実施機関」という。)に対し、当該不服

申立事案に係る公文書又は保有個人情報の提出を求めることができる。この場合にお

いて、何人も、審査会に対し、その提出された情報の公開を請求することができない。
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２ 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではな

らない。 

３ 審査会は、不服申立事案を審査するため必要があると認めるときは、実施機関に対

し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報を審査会の指

定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求める

ことができる。  

４ 第 1 項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立事案に関し、不服申立人、

参加人又は実施機関(以下この条において「不服申立人等」という。)に意見書又は資

料の提出を求めること、適当と認める者にその知り得ている事実を陳述させることそ

の他必要な調査をすることができる。  

５ 不服申立人等は、審査会に対して、口頭により意見を陳述し、又は意見書若しくは

資料を提出することができる。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、こ

の限りでない。 

６ 不服申立人等は、審査会が前項の規定による意見書又は資料を提出すべき相当の期

間を定めたときは、その期間内に提出しなければならない。  

７ 審査会の委員は、自己又はその親族からの不服申し立てに係る審査の議事に加わる

ことはできない。  

８ 審査会は、情報公開条例第18条に規定する不服申立事案に係る答申をしたときは、

その答申の内容を公表しなければならない。 

(補則) 

第１４条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。  

 

附  則 【抜 粋】 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。  

 

別表(第 1 条、第 2 条、第 3 条、第 6 条、第 7 条、第 11 条関係)【抜 粋】  

設

置 
附属機関

名 (設置

根拠法令

及び関係

条例)  

所掌事項 定数 構成 任期 
組織及び 

選任方法 

主管 

部局 

町

長 

美幌町総

合計画審

議会 

・町長の諮問に応じ、

美幌町総合計画及び

国土利用美幌町計画

について審議し意見

を述べること 

25 人

以内

・自治に

ついて識

見を有す

る者 

２年

会長 

副会長 

委員 

※委員の互選 

総務部
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